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平成２２年７月３０日検討資料 

 

第２４回議会のあり方等検討特別委員会における決定事項        

 

平成２２年６月３日に開催されました第２４回議会のあり方等検討特別委員会で

決定された事項は下記のとおりです。 

                

記 

 

１ 第２３回議会のあり方等検討特別委員会議事概要の確認 

 

２ 第２４回議会のあり方等検討特別委員会で決定された事項 

（１）議会基本条例施行は、周知期間等を含めるということで、９月１日を施行日

とする。（９月定例会開会日とする。） 

（２）提案者については委員長、賛同者が委員ということで議会運営委員会に諮っ

ていただき、決定したい。 

（３）７月、８月であと２回程度特別委員会を開催したい。日程は改めて連絡をさ

せていただく。 

（４）議会基本条例の最終の新旧対照表ができ次第、７月、８月に予定している特

別委員会で各委員に渡す。 

（５）逐条解説については修正をかけ、最終的な逐条解説集としてでき次第、７月、

８月に予定している特別委員会で各委員に渡す。 

（６）パブリックコメント回答に対する意見・回答 

①パブリックコメントの回答については、正副委員長で精査をし、６月１０日

を目途にまとめ、公表する。 

②№１の市議会の考え方の中の、「今後も、亀山市及び亀山市議会への市民の

皆さんの声をできるだけ」の亀山市は削除する。 

③№４の市議会の考え方の中の、「対等緊張」は文章を整理する。 

④№１５の市議会の考え方の中の、「ツーステップ」という表記については検
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討する。 

⑤№２８の市議会の考え方の中の、「市民全体の奉仕者」という表記については、

検討する。 

⑥№９のご意見について解説中の「住民」については「市民」ということで一本

化する。 

⑦№１４市議会の考え方の中の本会議は削除し、文章を整理する。 

⑧№１６の市議会の考え方の中に、請願者に代わり紹介議員の説明の場があるこ

とを記載する。 

⑨№３１の市議会の考え方の中へ、市民の意見の反映の場は、設けてあることを

記載するなど調整する。  


